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第１ 計画の概要 

 

１ 計画策定の背景と趣旨 

 わが国は、国民皆保険制度のもと、世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきました。

しかしながら、急速な少子高齢化、国民生活や意識の変化など、大きな環境変化に直面しており、医療

制度を将来にわたり維持していくためには、その構造改革が急務となっています。また、健康と長寿は

国民誰しもの願いであり、今後、疾病の予防を重視した保健医療体系へと転換を図っていくため、高齢

者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80 号。以下「高確法」という。）に基づいて、医療保険

者は 40～74 歳の加入者を対象とする、糖尿病等生活習慣病予防のための健康診査（特定健康診査）

及び保健指導（特定保健指導）を実施することが義務づけられました。 

生活習慣病の多くは、不健全な生活の積み重ねによって内臓脂肪型肥満となり、これが原因となっ

て引き起こされるものですが、言い換えれば個人が日常生活の中で適度な運動、栄養バランスの取れ

た食事、禁煙行動等によってある程度予防可能なものです。したがって、運動習慣の定着、食生活の

改善、禁煙など「生活習慣病予防」の取り組みが、食育とも連携しながら地域及び職域等において活発

に実施されることにより、すこやかな生活習慣による快適さを一人ひとりが実感し、国民の生活文化とし

て定着することをめざす国民運動を展開していくことが必要です。泉佐野市においても、生活習慣病に

関する医療費は全体の約３割であり、市民によりよい生活習慣が定着し、予防を推進することが重要で

す。 

高齢者医療の大幅な制度改正に伴い、平成 20 年度から生活習慣病の予防については、医療保険

の運営主体である保険者の役割が明確化され、特定健康診査・特定保健指導の参酌目標が定められ、

推進されることとなりました。メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）対策の概念は、糖尿病、

高血圧症、脂質異常症等の危険因子を複数あわせ持ち、危険因子が重なるほど、心疾患や脳血

管疾患の発症リスクが高く、内臓脂肪を減少させることで、それらの発症リスクの低減が図ら

れるという考え方です。「特定健康診査」によりメタボリックシンドローム該当者・予備群対

象者を把握し、「特定保健指導」では、その要因となっている生活習慣を改善するため対象者

自らの行動変容と生活習慣の改善を図っていくこととされました。 

泉佐野市では、高確法第 18 条に定められた「特定健康診査等基本指針」に基づき、平成 20 年度か

ら 5 年間の「第 1 期特定健康診査等実施計画」（以下「第 1 期計画」という。）、平成 25 年度から 5 年間

の「第 2 期特定健康診査等実施計画」（以下「第 2 期計画」という。）を策定し、特定健康診査・特定保

健指導の実施に取り組んできました。 

「第 3 期特定健康診査等実施計画」（以下「第 3 期計画」という。）においては、これまでの実施状況、

目標達成状況や評価を踏まえ、平成 30 年度から 35 年度までの 6 年間の目標及び取組内容を定め、
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特定健康診査及び特定保健指導を実施することにより、被保険者の健康の保持増進を図るとともに、泉

佐野市の医療費の適正化をめざします。 

 

２ 計画の法的位置づけ 

   本計画は、高確法第19条に基づき、厚生労働大臣の定める「特定健康診査等基本指針」に即して、

特定健康診査等の実施に関して定めるものです。 

あわせて、「泉佐野市総合計画」及び高確法に定める「大阪府医療費適正化計画」と調和のとれたも

のとして策定しています。 

 

３ 計画の基本理念 

（１） 被保険者等の生活の質（QOL）の維持及び向上を図る 

ア 健康はそれ自身を生活の目標とするべきものではなく、QOL を維持するための一つの資源です。

人は一つの生活習慣病を有することによって、食事や行動の制限、あるいは服薬の開始等により、

QOL の低下を招くこととなります。 

イ 近年、わが国で増加傾向にある肥満者の多くが糖尿病、高血圧、高脂血症等の危険因子を複数

併せ持ち、危険因子が重なるほど、心疾患や脳血管疾患を発症する危険が増大することが明らかと

なってきました。これは内臓脂肪型肥満を共通の要因として、内臓脂肪を減少させることで、それらの

発症リスクの低減が図られるという考え方を基本としています。 

ウ このため、今後の健診・保健指導は、メタボリックシンドロームの該当者・予備群を減少させ、被保険

者等の生活の質（QOL）の維持及び向上を図るため、その対象者を的確に抽出することを最優先さ

せることとなります。 

（２） 被保険者一人ひとりが健康づくりの主役 

ア 保険者として、健康と医療のあり方を展望しつつ、被保険者の健康の保持・増進に努めていきます

が、それ以上に被保険者一人ひとりが健康づくりに向け、主体的（積極的）に取り組んでいただくこと

が重要です。 

イ このような被保険者の自発的な取組みに対し、必要な情報提供と、保険者として支援していくため

の諸条件の整備を行います。 

ウ 専門家からのアドバイスにより、生活習慣の改善をなしとげた市民自身が指導者となり、地域におい

て、あらゆる機会を活用しながら健康の大切さや気持ちよさ等を他の人に伝えていくことで、地域全

体の健康意識の向上が図られることが期待されます。 

エ これらの取り組みを推進するため、地域活動組織の育成や、健康づくりボランティア等の人材づくり

に努めるなど、必要な条件整備を行います。 
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（３） 被保険者の立場に立った、効果的な健診・保健指導の手法の検討 

ア  集団健診では特定健康診査とがん検診の同時実施の日程を設けるなど、受診者の利便性の向上

に努めます。 

イ  また、特定保健指導の実施にあたっては、健診結果を的確に分析した上で、対象者の抽出及び必

要度に応じた保健指導が適切になされなければなりません。 

    このため、保健師・管理栄養士等の必要な人材の確保に努めるとともに、実施者の指導技術の向

上に努めていきます。 

   ウ  特定保健指導対象にはならないが、このまま推移すれば生活習慣病となる可能性のある人には早

期介入対象者として保健指導を実施していきます。 

（４） 個人情報の保護 

ア  医療分野における個人情報の取扱いについては、その性質や利用方法等から、特に適正な取扱

いの厳格な実施を確保する必要がある分野とされています。 

イ  健診データや保健指導記録の管理に当たっては、個人情報保護法や泉佐野市個人情報保護条

例等に基づき、適切に取り扱います。 

ウ  また、保健指導の実施に当たっては、プライバシーの保護に努め、保健指導対象者が安心して、

ご自身のことを話すことができるような環境を整えます。 

 

４ 計画の期間 

本計画は、改正高確法第 19 条第 1 項の規定に基づき、6 年を一期として策定します。第 3 期は平成

30 年度から 35 年度までとし、6 年間ごとに見直しを行います。 
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第２ 本市の現状と課題 
  

１ 泉佐野市国民健康保険被保険者の現状 

（１） 特定健康診査等の対象者 

泉佐野市の人口は、平成 29 年 3 月 31 日現在で 100,767 人、このうち国民健康保険被保険者は

23,503 人です。 

   また、特定健康診査・特定保健指導の対象となる、40 歳以上 75 歳未満の被保険者は、17,053 人で

全体の約７割を占めています。 

  下図のとおり、人口、被保険者数等については、平成 25 年度から減少傾向で推移しております。 

28,071 27,494 27,003 25,901 24,979

74,261 74,561 74,605 75,365 75,913

102,332 102,055 101,608 101,266 100,892

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年

人 図1 人口と被保険者数の推移

国保以外

国保

 

 

12.1% 12.3% 12.3% 12.2% 12.4%

11.6% 11.8% 11.7% 11.8% 11.9%

28.7% 29.0% 28.5% 29.3% 30.3%

15.8% 16.4% 17.6% 18.1% 17.6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

図2 年代別国民健康保険被保険者数の割合

70～74歳

60歳代

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

0～19歳

 

 

上記のデータはいずれも 5 月末現在の数値です。 
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（２）医療費の状況 

   泉佐野市の医療費（療養諸費）は、全国平均、大阪府平均に比べて高く、一人当たり医療費では、

平成 27 年度国平均 349,697 円、府平均 363,927 円のところ、泉佐野市では 386,848 円となっており、

国、府平均を上回る状況となっています。 

図 3 は平成 28 年 5 月診療分の医療費分析グラフです。外来診療費（調剤除く）の疾病分類別の請

求額を府と比較をしています。一人一ヶ月当たり診療費合計で府 24,624 円、本市 28,543 円の請求額と

なっています。診療区分別では特に⑨循環器系及び⑬筋骨格の疾病において高額で府を大きく上回

っています。 

0円 5,000円 10,000円 15,000円 20,000円 25,000円 30,000円

泉佐野市

府

図3 平成28年5月診療分の疾病分類別一人当たり診療費 ①感染症

②新生物

③血液免疫

④内分泌

⑤精神

⑥神経系

⑦眼

⑧耳

⑨循環器系

⑩呼吸器系

⑪消化器系

⑫皮膚

⑬筋骨格系

⑭腎尿生殖

⑮妊娠分娩

⑯周産期

⑰先天奇形

⑱症状徴候

⑲損傷中毒
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 下の表１は、泉佐野市の外来診療費（調剤除く）の、疾病分類別集計上位から 5 位までです。外来

では、分類⑨・⑭・④の生活習慣にかかる医療費（メタボリックシンドローム）が上位をしめており、つづい

て⑬筋骨格系の運動器症候群（ロコモティブシンドローム）の医療費が大きくなっています。 

表 1  平成 28 年 5 月診療分（外来）の疾病分類別医療費 

 

 

（３）生活習慣病の受診状況 

国民の受診状況の実態を見ると、高齢期に向けて生活習慣病の外来受療率が徐々に増加し、次に

75 歳頃を境にして生活習慣病を中心とした入院受療率が上昇します｡ 

これを個人に置き換えてみると、食べ過ぎや運動不足等の不健康な生活習慣がやがて糖尿病、高

血圧症、脂質異常症、肥満症等（以下「糖尿病等」という。）の生活習慣病の発症を招き、外来通院及

び投薬が始まり、その後こうした疾患の重症化、虚血性心疾患や脳卒中等の発症に至るという構造が

浮かんできます。 

 生活習慣の改善により、若い時からの糖尿病等の生活習慣病の予防対策と、境界域の段階に

おける予防対策を進めることにより、通院を減らすことができ、さらには重症化・合併症を防

ぎ、入院も減らすことができます。    

疾病別大分類 件数 日数 費用額 割合 主な疾患 

⑨循環器系の疾患 3,875 件 5,746 日 48,515,120 円 18.8% 高血圧 

⑭腎尿路生殖器系の疾患 546 件 1,568 日 30,875,000 円 12.0% 腎不全 

④内分泌、栄養及び代謝疾患 2,265 件 3,400 日 30,837,350 円 11.9% 糖尿病 

⑬筋骨格系及び結合組織の疾患 1,941 件 4,613 日 29,007,610 円 11.2% 多発性膝関節症 

②新生物 704 件 1,214 日 26,881,520 円 10.4% 新生物 

            ：   ：   ：    ：   ：       ： 

外来診療費（調剤除く）合計 17,694 件 29,665 日 258,272,780 円 100％  
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46.3%
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72.4%

51.6%

40.4%

0%

10%

20%
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60%

70%

80%

20歳代以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70～74歳 40～74歳 合計

図4 生活習慣病による受診割合（平成28年5月診療分）

男性 割合

女性 割合

   ※図４の生活習慣病は、脳血管疾患、虚血性心疾患、糖尿病、高血圧、脂質異常症などを指します。 

                                 

   泉佐野市国民健康保険被保険者の平成 28 年 5 月の受診では、被保険者のうち約 4 割の人が何ら

かの生活習慣病で受診されています。図 4 のグラフでわかるように、男性、女性とも 50 歳代から生活習

慣病の受診割合が大きく増加し、70 歳代では約 7 割を占めている状況です。 

生活習慣病のなかでも、受診割合の多い疾病は「高血圧」、「脂質異常症」、「糖尿病」です。 

特に、図 5 の高血圧症による受診割合は、男性、女性とも 50 歳代から大きく増加し、70 歳代では約 5

割の人が高血圧で受診していることになります。図 6 の糖尿病による受診割合では、こちらも男性、女性

とも 50 歳代から大きく増加し、70 歳代では男性で約 3 割、女性では約 2 割の人が受診しています。図

7 は、脂質異常症の受診者の割合です。こちらも男性、女性とも 50 歳代から大きく増加し、70～74 歳の

女性で約 5 割の人が脂質異常症で受診されています。 

0.1% 2.5%
6.4%

18.4%

35.1%

48.8%

30.0%

21.2%

0.1% 0.6%
5.3%

14.3%
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47.1%
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図5 高血圧による受診割合（平成28年5月診療分）

男性 割合

女性 割合
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図6 糖尿病による受診割合（平成28年5月診療分）
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6.4%

15.9%

31.3%

45.6%

28.5%

21.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

20歳代以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70～74歳 40～74歳 合計

図7 脂質異常症による受診割合（平成28年5月診療分）

男性 割合

女性 割合

 

（４） 人工透析に係る医療費 

  人工透析を行っている被保険者のレセプト（調剤を除く）を確認すると、平成 28 年 5月診療分の請求の

中で 83 件（全体の 0.3％）の請求がありました。医療費は約 3 千 7 百万円（全体の 4.6％）、1 件当たり月

額約 45 万円の医療費を要しています。年間に換算すると約 4 億 5 千万円となります。 

 

２ 第 2 期計画の実施状況 

（１） 特定健康診査の実施状況 

   平成25年度からの「第2期計画」においても、特定健康診査の心電図、貧血検査の全員実施及び総

コレステロール検査を追加実施しました。受診券は年度の当初 5 月に一括個別案内し、受診券到着後

から翌年 3 月末までを受診期間として、個別健診は市内医療機関と熊取町・田尻町の医療機関に受診

協力をお願いしました。表 2 は法定報告として国に報告した特定健康診査受診者数です。法定報告に

使われる数値は被保険者であった期間が 4 月 1 日～翌 3 月 31 日まで続いている人が対象となります。 

   受診率を国・府と比べると、図 8 のとおり泉佐野市の受診率は国を少し下回り、府を大きく上回ってい

ます。 
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表２ 特定健康診査受診者数の推移と受診率（法定報告分） 

 
平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 

平成 28 年度 

（速報値。以下同じ。） 

泉

佐

野

市 

対象者 17,316 人 17,259 人 17,007 人 16,501人 15,823 人 

受診者 5,482 人 5,515 人 5,591 人 5,497 人 5,328 人 

受診率 31.7% 32.0% 32.9% 33.3% 33.7% 

国受診率 33.7% 34.2% 35.3% 36.3%  36.4% 

府受診率 27.7% 27.9% 29.1% 29.9%  30.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定健診項目
（基本的な健診項目）
質問項目（問診）、身体計測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲）
理学的検査（身体診察）、血圧測定、尿検査（尿糖、尿蛋白）
血液検査
脂質検査：中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール
肝機能検査：ＡＳＴ（ＧＯＴ）、ＡＬＴ（ＧＰＴ）、γ-ＧＴ（γ-ＧＴＰ）
血糖検査：空腹時血糖、ヘモグロビンＡ１ｃ
尿酸、クレアチニン

（詳細な健診項目）
貧血検査、心電図検査、眼底検査

（泉佐野市追加健診項目）
総コレステロール、貧血検査、心電図検査

31.7% 32.0% 32.9% 33.3% 33.7%

27.7% 27.9% 29.1% 29.9% 30.0%
33.7% 34.2% 35.3% 36.3% 36.4%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

図8  特定健診受診率 国・ 府・市比較

市 府 国
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     図 9 は年齢別で受診率を府と比べたグラフです。泉佐野市では府の受診率を上回るものの、若年で

は受診率が低く、府と比べても下回っており、40 歳代からの若年の受診率向上が重要となってきます。 

15.1% 

16.4% 

19.1% 

22.5% 

29.0% 

37.9% 

43.8% 

16.2% 

17.4% 

18.9% 

20.7% 

24.6% 

32.6% 

35.7% 

20.0% 

21.1% 

23.0% 

26.8% 

33.0% 

38.1% 

39.1% 

17.6% 

17.8% 

20.1% 

29.1% 

36.0% 

41.6% 

45.1% 

60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

図9 平成28年度 特定健診年齢別受診率

府（女性）

市（女性）

府（男性）

市（男性）

  

平成 25 年度から 28 年度の実受診者 8,494 人の受診回数は図 10 の状況で、継続受診者の受診率

向上及び新規受診者を継続受診につなげていくことが重要となってきます。 

 

表３ 平成 25 年～28 年度受診者受診回数 

受診回数 受診者数 受診割合 

1 回 3,054 人 36.0％ 

2 回 1,563 人 18.4％ 

3 回 1,413 人 16.6％ 

4 回 2,464 人 29.0％ 

 

 

（２） 特定健康診査受診率向上の取組み 

   第１期計画期間の間に、未受診者への受診勧奨対策として、受診勧奨電話の実施（平成 21 年度）や

訪問による受診勧奨の実施（平成 23 年度）、集団健診のがん検診との同時実施及び回数の増加、医

療機関や町会を通じた啓発の実施、健診受診を健康マイレージの必須項目とするなど、さまざまな受

診勧奨を行ってきました。 

第 2 期計画期間に入ってからも、上記の受診勧奨対策を継続しつつ、地元医師会の医師による受診

勧奨記事の広報紙への掲載や市内各所へのポスター掲示、ウォーキングイベントなどでの広報、さらに

毎年ハガキ・コールセンターによる受診勧奨や集団健診のがん検診との同時実施の回数を増やすなど、

(歳) 

36.0%

18.4% 16.6%

29.0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0人

1,000人

2,000人

3,000人

4,000人

5,000人

1回 2回 3回 4回

図10 平成25～28年度受診者受診回数

受診者 受診率
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引き続き、未受診者に対する受診勧奨を実施し、健診受診率の向上を図っています。 

 

（３） 特定健康診査の結果分析 

① メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合 

内蔵脂肪は生活習慣病を引き起こす要因になりますが、平成 24～28 年度の受診者のうち、生活習

慣病を引き起こすメタボリックシンドローム該当者・予備群の割合の男女別の推移は図 11、12 のとおりで

す。女性に比べ、男性の割合が約 3 倍高くなっており、前計画時とあまり変化はありません。 

28.4% 28.0% 28.5%
30.5%

32.5%

10.7% 11.1% 11.8% 11.5% 11.5%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

図11 年度別メタボリックシンドローム該当者割

合

男 女

 

平成 28 年度の受診者を年齢別・男女別でみると、男性は 40 歳代前半、50 歳代前半の該当率は 30

～40％、その他の年代は 50％前後と高くなっています。女性は 50 歳代から年代が高くなるとともに該当

率が高くなっています。 

   図 13 平成 28 年度 年齢区分別メタボリックシンドローム該当者・予備群割合 
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65-69歳 

60-64歳 

55-59歳 

50-54歳 
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40-44歳 

37.0% 
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39.1% 

29.2% 

22.2% 

19.5% 

7.2% 

15.3% 

16.3% 

16.7% 

21.2% 

14.3% 

29.3% 

25.8% 

47.7% 

50.5% 

44.2% 

49.6% 

63.5% 

51.2% 

67.0% 

平成28年度 年齢区分別メタボリックシンドローム該当者・予備群割合（男性） 

該当者 

予備群 

非該当 

 

18.7% 
17.7% 17.9% 17.4% 17.3% 

6.0% 6.2% 5.6% 
7.2% 6.4% 

0.0%

5.0%

10.0%
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図12 年度別メタボリックシンドローム予備群該

当者割合 

男 女 
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また、メタボリックシンドローム該当者・予備群の割合を府と比較してみると、市はメタボリックシンドロ

ーム該当者の割合が高くなっており、メタボリックシンドローム予備群は府より若干割合が高いという現

状で、前計画と変わりませんでした。 

   

② 薬剤治療の状況 

図 16～18 は、問診の結果から把握できる血圧、脂質異常、血糖の薬剤治療を受けている人の男女

別の割合の推移を府と比較しています。降圧剤の服薬者（図 16）はどの年度をみても、男性は 40％以

上、女性は 30％以上の服薬者がおり、脂質異常症による服薬者（図 17）をみると女性は男性に比べて

多く、年々服薬率が上昇している傾向があります。糖尿病の服薬者（図 18）は男性が女性の 2 倍近くに

なっており、年々高くなっていることがわかります。三疾患の服薬者はいずれも府と比べると市は高いこ

とがわかります。 

 

 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%
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65-69歳 

60-64歳 

55-59歳 

50-54歳 

45-49歳 
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7.6% 

2.1% 

7.4% 
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5.0% 
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79.2% 

82.3% 
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85.9% 
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91.7% 

平成28年度 年齢区分別メタボリックシンドローム該当者・予備群割合（女性） 

該当者 

予備群 

非該当 

18.1% 18.3% 18.9% 
19.7% 

20.6% 

16.1% 16.0% 16.1% 16.3% 16.8% 
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図14 メタボリックシンドローム該当者

の割合 

市 府 
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図15 メタボリックシンドローム予備群の割

合 
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図 16 血圧の服薬者 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 17 脂質異常の服薬者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 18 糖尿病の服薬者 
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③ メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率 

前年度に、メタボリックシンドロームの該当者・予備群となった人のうち、「該当者から予備群または非該

当へ改善」「予備群から非該当へ改善」した人の割合を減少率として表 4 に示しています。該当者・予備群

ともに減少率は年々上昇していましたが、近年横ばい傾向です。 

表 4 メタボリックシンドロームの減少率（法定報告） 

  

  

  

①メタボリックシンドローム 

該当者の状況 

②メタボリックシンドローム 

予備群の状況 

前年度 当該年度 減少率 前年度 当該年度 減少率 

該当者 予備群へ 

改善 

非該当へ 

改善 

予備群 非該当へ 

改善 

平成 21 年度 815 人 60 人 94 人 18.9％ 546 人 108 人 19.8％ 

平成 22 年度 898 人 68 人 104 人 19.2％ 557 人 102 人 18.3％ 

平成 23 年度 888 人 73 人 120 人 21.7％ 568 人 121 人 21.3％ 

平成 24 年度 916 人 63 人 147 人 22.9％ 557 人 108 人 19.4％ 

平成 25 年度 901 人 76 人 117 人 21.4％ 575 人 114 人 19.8％ 

平成 26 年度 931 人 87 人 135 人 23.8％ 548 人 109 人 19.9％ 

平成 27 年度 948 人 104 人 111 人 22.7％ 543 人 113 人 20.8％ 

平成 28 年度 959 人 76 人 98 人 18.1％ 570 人 123 人 21.6％ 

 

④  特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率 

前年度に特定保健指導を利用した人のうち、当該年度に特定保健指導の対象とならなかった人（当該

年度に薬剤治療中となり特定保健指導の対象外になった人を除く）は表 5 のとおりです。8 年間で平均

25.5％と約 4 人に 1 人が特定保健指導の利用を機に、翌年度の健診結果が改善しています。 

表 5 特定保健指導による特定保健指導対象者の減少率（法定報告） 

 

前年度利用者 当該年度 非該当への改善 減少率

平成21年度 61人 17人 27.9%

平成22年度 82人 17人 20.7%

平成23年度 125人 36人 28.8%

平成24年度 87人 23人 26.4%

平成25年度 87人 26人 29.9%

平成26年度 62人 19人 30.6%

平成27年度 136人 26人 19.1%

平成28年度 144人 30人 20.8%
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  ⑤ 特定健康診査のデータ 

ア BMI（肥満度） について 

平成 24～28 年度の健診受診者を男女別で図 19 に示すと男性では肥満の人が全体の 30％前後

で、女性では肥満の人が 23％前後を占めており男女ともに標準が 60％台でした。   

※ やせ：BMI 18.5 未満  標準：BMI 18.5 以上 25 未満   肥満：BMI 25 以上 

 

図 19 年度男女リスク別分類 
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イ 血圧について 

平成24～28年度の健診受診者を異常なし、保健指導レベル（収縮期血圧値 130～139、拡張期血

圧値 85～89）、受診勧奨レベル（収縮期血圧値 140 以上、拡張期血圧 90 以上）、治療中に分類し

図 20 に示すと、受診勧奨レベルの割合が減り、治療中の割合が増えてきているのがわかります。こ

の傾向は前回計画時と同様でした。 

  

 

収縮期血圧値 140 以上、拡張期血圧値 90 以上の受診勧奨レベルを、大阪がん循環器病予防セ

ンターの出典を参考に、収縮期血圧・拡張期血圧の値により細分化して人数と割合を出しています。

（図 21） 

分類は受診勧奨レベル（収縮期血圧 140～159、拡張期血圧 90～99）、ハイリスクレベル（収縮期

血圧値 160～179、拡張期血圧値 100～109）、スーパーハイリスクレベル（180 以上、110 以上）としま

した。受診勧奨レベルの人は毎年 700 人前後でしたが、平成 24 年度からは減少しています。ハイリ

スクレベル・スーパーハイリスクレベルなど血圧の値が顕著に高い人が毎年 200 人前後いましたが減

少しています。また特定保健指導は肥満の人で血圧の値が収縮期血圧値 130 以上、拡張期血圧値

85 以上しか対象にならないため、下記の※印の定義に分け男女別の内訳をみてみると（図 22）、肥

満者だけでなく非肥満者の中にも保健指導・受診勧奨レベルやハイリスク・スーパーハイリスクレベル

の人が依然として存在することがわかりました。 
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※肥満者とは男性は BMI 25 以上、腹囲 85ｃｍ以上のいずれか、または両方に該当、女性は BMI 25

以上、腹囲 90ｃｍ以上のいずれか、または両方に該当とします。 

 

ウ 脂質について 

・LDL コレステロール(悪玉コレステロール) 

平成 24～28 年度の健診受診者を異常なし、保健指導レベル（120～139）、受診勧奨レベル

（140以上）、治療中に分類した図23をみると、年々受診勧奨レベルの割合が減り、治療中の割合

が増えています。 

 

・総コレステロール 

平成 24～28 年度の健診受診者を異常なし、保健指導レベル（50 歳以上の女性 2２0～259、50

歳以上の女性以外 200～239）、受診勧奨レベル（50 歳以上の女性 260 以上、50 歳以上の女性

以外 240 以上と全年齢の男女 139 以下）、治療中に分類した図 24 をみると、治療中、異常なし、

保健指導レベルの順で多い状況です。 
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・中性脂肪 

平成 24～28 年度の健診受診者を異常なし、保健指導レベル（150～299）、受診勧奨レベル

（300 以上）、治療中に分類した図 25 をみると異常なしと保健指導レベルは若干減少しており、

治療中が増加しています。 

 

・HDL コレステロール（善玉コレステロール） 

平成 24～28 年度の健診受診者を異常なし、保健指導レベル（35～39）、受診勧奨レベル（34

以下）に分類した図 26 をみると、90％以上が異常なく各年とも大きな差はみられませんでした。保

健指導レベルが 4％前後、受診勧奨レベルが 2％前後の率であまり増減がありませんでした。 
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エ 糖尿病 

・HｂA１ｃ（ヘモグロビン A1c） 

平成 24～28 年度の健診受診者を異常なし、保健指導レベル（5.2～6.0）、受診勧奨レベル

（6.1 以上）治療中に分類した図 27 をみると、異常なしが減少傾向で、保健指導レベルの割合

が高くなっています。6.1 以上の受診勧奨レベルを、大阪がん循環器病予防センターの出典を

参考に、HbA1c の値により細分化して人数と割合を出してみました。分類(図 28）は受診勧奨レ

ベル（6.1～6.9）、ハイリスクレベル（7.0～7.9）、スーパーハイリスクレベル（8.0 以上）とし、受診

勧奨レベルの人は毎年 140～160人程度、ハイリスクレベル・スーパーハイリスクレベルなど値が

顕著に高い人が 20～30 人程度います。また、治療中の人の値も上記と同じように分類してみる

とハイリスクレベル・スーパーハイリスクレベルなどコントロールが良くない人がいることがわかりま

した。 
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・空腹時血糖 

平成 24～28 年度の健診受診者を異常なし、保健指導レベル（100～125）、受診勧奨レベル

（126以上）治療中に分類した図29をみると、空腹時血糖の異常なしの割合が70％近く、保健指

導レベルの割合は 20％近くで、HｂA1c と比べると異常なしの割合が高くなっています。 

 

・尿糖 

平成 24～28 年度の健診受診者、異常なし（－）以外の要経過観察（＋－）、要医療（＋）以上

を詳細に分類した図 30、31 をみると、人数・率ともに年度毎にばらつきがありますが、平成 28 年

度は要医療が増加しています。 
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オ 尿蛋白 

平成 24～28 年度の健診受診者を、異常なし（－）以外の軽度異常（＋－）、要医療（＋）以上を、

詳細に分類した図 32、33 をみると、腎臓に異常がある可能性の尿蛋白（+）（++）（+++）の人の数や、

延べ人数に占める割合は毎年ほぼ同じくらいといえます。 

 

 

カ 肝機能（AST（GOT）、ALT（GPT）、γ-GT（γ-GPT）） 

平成 24～28 年度の健診受診者を異常なし、保健指導レベル、受診勧奨レベル、治療中に分類し

た図 34、35、36をみると、どの項目も異常なしが 80％を超えていますが、保健指導レベルが 10％近く、

受診勧奨レベルも数％いることがわかります。その中でも γ-GT の男女別・年齢別（図 37）をみてみ

ますと、男性では 60 歳代以降で保健指導レベル、受診勧奨レベルともに増加し、女性は 60 歳代以

降で保健指導レベルが増加しています。 
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値を比較することで、肝臓か、もしくは心臓や腎臓などの異常発見の手がかりとなります。 
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キ 心電図検査 

平成 20 年度の健診開始当初より、心房細動を早期発見し、受療確認し、心原性脳塞栓予防を図

るため心電図検査を全員実施しています。平成 24～28 年度で心房細動の所見があった人数と健診

後の医療機関受診状況は表 6のとおりです。平成 26年度までは市が直営で未受診者には受診勧奨

を実施しました。平成 27 年度は市が対象者の抽出を行い受療勧奨は国保連合会に委託し、平成 28

年度からは対象者選定も勧奨も同機関に委託し、受診している人にも受療状況の確認を開始しまし

た。 

 

   表６ 心電図検査からの心房細動発見数と医療機関受診状況 

 

 心房細動発見者数 既受診者数 未受診者数 

平成 24 年度 52 41 11 

平成 25 年度 72 59 13 

平成 26 年度 67 51 16 

平成 27 年度 66 34 32 

平成 28 年度 69 27 42 

 

 

⑥ 生活習慣について 

特定健康診査の問診項目の中で男女別に府平均と比較した図 38～44 をみると、府・市とも男性の率

が高かった項目は、「タバコを習慣的に吸っている」・「20 歳の時からの体重が 10ｋｇ以上増加した」・「1

年間で体重の増減が 3ｋｇ以上あった」・「就寝前の飲食が週 3 回以上」・「1 日あたりの飲酒量が 3 合以

上」の項目であることがわかります。また、府平均と比較し、特徴があった項目についてみてみますと、

男女ともに高かった項目は、「20 歳の時からの体重が 10ｋｇ以上増加した」・「1 年間で体重の増減が 3ｋ

ｇ以上あった」・「就寝前の飲食が週 3 回以上」・「夕食後の間食が週 3 回以上ある」など食習慣から肥満

に結びついている項目が多く見うけられました。保健指導を受ける機会があれば利用するかという項目

も比較すると 40％前後を占め、府よりも高くなっていました。 

 

 

 

 

 

（単位：人） 
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図 38 喫煙率 

 

 

 

 

 図 39 20 歳からの体重増加 10kｇ以上 

 

 

 

 

図 40 １年間の体重増加±3ｋｇ以上 
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図 41 就寝前の飲食を週 3 回以上 

    

 

 

図 42 夕食後の間食を週 3 回以上 

    

 

 

図 43 3 合以上の飲酒 
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図 44 保健指導を利用する 

    

 

 

（４） 特定保健指導の実施状況 

 ① 保健指導レベル 

情報提供（腹囲と BMI が基準値内の人、または生活習慣病の治療者）、動機づけ支援、積極的支援

（生活習慣病の未治療者でメタボリックシンドローム予備群及びメタボリックシンドローム該当者（頁 46 表

18,19））の 3 分類での、平成 24～28 年度の実績は表 7 のとおりです。各保健指導分類対象率は大阪府と

大きな差はないようです。性別比較では男性の積極的支援対象者の割合は女性の約 5 倍、動機づけ支

援対象者の割合は女性の約 2 倍となっており、府も同様の傾向でした。 

 

表７ 保健指導レベル集計（法定報告分） 

 

 

 

 

 

 

44.9% 
43.4% 43.4% 

42.2% 

38.8% 
40.4% 40.2% 39.4% 39.8% 39.5% 

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

男性 

市 府 

43.4% 42.7% 43.1% 42.3% 40.4% 
40.0% 39.6% 39.6% 40.0% 39.9% 

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

女性 

市 府 

受診者 対象率 大阪府 受診者 対象率 大阪府 受診者 対象率 大阪府 受診者 対象率 大阪府 受診者 対象率 大阪府
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図 45  保健指導レベル対象率 
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② 保健指導区分別リスクパターン分類 

  ア 動機づけ支援対象者（40～64 歳） 

図46の全体のグラフを見ると、「血圧」が高く、年度により「血糖」、「脂質」の順で入れ替わりながらリス

ク要因が高い割合になっています。性別でみても男女ともに同傾向でした。 

図４6 動機づけ支援対象者のリスクパターン（40～64 歳） 
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イ 動機づけ支援対象者（65～74 歳） 

図 47 の全体のグラフを見ると、「腹囲・血糖・血圧」、「腹囲・脂質・血圧」、「腹囲・血糖・脂質・血圧」、

の順で高くなっています。性別では男性のほうが割合が高く、「腹囲・血糖・血圧」の割合が高くなってい

ます。女性は近年「腹囲・血糖・血圧」のリスク割合が高くなっていました。 

図 47 動機づけ支援対象者のリスクパターン（65～74 歳） 
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ウ 積極的支援対象者 

図 48 の各グラフを見ると、男性の割合が多い傾向ですが、年度・性別にかかわりなく、特記すべき傾

向がなく、あらわれ方が多岐にわたっています。 

図 48 積極的支援対象者のリスクパターン 
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エ 支援以外（情報提供対象者） 

各年度とも「服薬中のため」、「リスクなし」の割合が高く、リスクがある中では「血圧」、「血糖・血圧」、

「血糖」の順に高く、保健指導の前段階で血圧、血糖のリスク要因の割合が高いことがうかがえます。性

別で比較すると男性は、全体のグラフと似たリスクの割合で、少し「服薬中のため」の割合が高く、「リスク

なし」が低い状況ですが、女性は男性とは反対に「リスクなし」の割合が高く、「服薬中のため」が低くなっ

ています。全体的な特徴として、情報提供対象の服薬中者は平成 24 年度 1,357 人（24.7％）、平成 25

年度 1,342 人（24.3％）、平成 26 年度 1,420 人（25.4％）、平成 27 年度 1,424 人（25.9％）、平成 28 年

度 1,428 人（26.8％）。大阪府の服薬中者は平成 24 年度 19.4％、平成 25 年度 19.7％、平成 26 年度

19.7％、平成 27 年度 20.0％、平成 28 年度 20.6％であり、大阪府と比べ服薬中者の受診者は 5％から

6％前後多くなっています。 

 

図 49 支援以外（情報提供対象者）のリスクパターン 
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③ 特定保健指導実施内容 

ア 「動機づけ支援」及び「積極的支援」の実施方法    

健康推進課で年間を通し特定健康診査の結果、「標準的な健診・保健指導プログラム」に基づき実

施しています。平成 24～28 年度の泉佐野市の支援基準は表 8 のとおりです。受診勧奨域値の対象者

にはまず受診勧奨を行い、特定保健指導の希望を確認して実施しています。 

イ 「情報提供」の実施方法 

健診結果は受診者全員に対し、受診した健診機関からの通知及び説明と生活習慣病予防に必要な

健康情報の提供（健診結果票の裏面への記載など）を行いました。メタボリックシンドローム予防のため

に男性腹囲 85ｃｍ以上、女性 90ｃｍ以上または性別にかかわらず、ＢＭＩ（肥満度）25 以上の対象者に

は、特定保健指導対象者同様に保健指導案内を行い、早期からの支援を実施しています。また、健診

の結果、特定保健指導には至らないが、生活習慣病などになるリスクが高い人には電話、訪問での医

療機関受診勧奨や保健指導を実施しています。 

表８ 泉佐野市特定保健指導実施基準  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準値については保健指導の状況を検討し、必要に応じ変更をしています。  

平成24年度 平成25年度 平成26年度～

血圧 血圧 血圧

収縮期　130～169ｍｍＨｇ 収縮期　130～139ｍｍＨｇ 収縮期　130～159ｍｍＨｇ

拡張期　85～99ｍｍＨｇ 拡張期　85～89ｍｍＨｇ 拡張期　85～99ｍｍＨｇ

脂質 脂質 脂質

中性脂肪　150～399ｍｇ／ｄｌ 中性脂肪　150～299ｍｇ／ｄｌ 中性脂肪　150～299ｍｇ／ｄｌ

ＨＤＬコレステロール30～39ｍｇ／ｄｌ ＨＤＬコレステロール35～39ｍｇ／ｄｌ ＨＤＬコレステロール35～39ｍｇ／ｄｌ

ＬＤＬコレステロール120～184ｍｇ／ｄｌ ＬＤＬコレステロール120～139ｍｇ／ｄｌ ＬＤＬコレステロール120～139ｍｇ／ｄｌ

血糖 血糖 血糖

空腹時血糖　100～125ｍｇ／ｄｌ 空腹時血糖　100～125ｍｇ／ｄｌ 空腹時血糖　100～125ｍｇ／ｄｌ

ＨｂＡ1ｃ　5.2～6.4％ ＨｂＡ1ｃ　5.6～6.4％ ＨｂＡ1ｃ　5.6～6.4％

血圧 血圧 血圧

収縮期　170ｍｍＨｇ以上 収縮期　140ｍｍＨｇ以上 収縮期　160ｍｍＨｇ以上

拡張期　100ｍｍＨｇ以上 拡張期　90ｍｍＨｇ以上 拡張期　100ｍｍＨｇ以上

脂質 脂質 脂質

中性脂肪　400ｍｇ／ｄｌ以上 中性脂肪　300ｍｇ／ｄｌ以上 中性脂肪　300ｍｇ／ｄｌ以上

ＨＤＬコレステロール　30ｍｇ／ｄｌ未満 ＨＤＬコレステロール　35ｍｇ／ｄｌ未満 ＨＤＬコレステロール　35ｍｇ／ｄｌ未満

ＬＤＬコレステロール185ｍｇ／ｄｌ ＬＤＬコレステロール140ｍｇ／ｄｌ ＬＤＬコレステロール140ｍｇ／ｄｌ

血糖 血糖 血糖

空腹時血糖　126ｍｇ／ｄｌ以上 空腹時血糖　126ｍｇ／ｄｌ以上 空腹時血糖　126ｍｇ／ｄｌ以上

ＨｂＡ1ｃ　6.5％以上 ＨｂＡ1ｃ　6.5％以上 ＨｂＡ1ｃ　6.5％以上

特定保健指導
勧奨者

特定保健指導
医療機関
受診勧奨

基準値については、保健指導の状況を検討し、必要に応じ変更しています。 
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⑦ 特定保健指導結果 

    対象者の割合（対象率）は、動機づけ支援は横ばい状態で、積極的支援は微減しています。利用

率は両支援形態共に上昇し、終了率は 24 年度と 28 年度を比較しますと両支援形態ともに上昇して

います。また、性別では男女ともに 24 年度と 28 年度を比較しますと、利用率、終了率が上昇していま

すが、積極的支援の男性の終了率は若干の上昇にとどまっています。支援レベルの年代で比較する

と、動機づけ支援では男女ともに 60 歳代前半の利用率、終了率がともに高く、積極的支援では利用

率で男女とも 50 歳代後半で高い傾向ですが、終了率は人数が少なく、傾向は明瞭ではありません。 

 

   表 9 特定保健指導実施状況 
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図50  動機づけ支援指導実施状況

対象者 利用者 終了者 対象率 利用率 終了率

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

対象者 454人 435人 407人 438人 388人 177人 169人 156人 153人 137人

対象率 8.3% 7.9% 7.3% 8.0% 7.3% 3.2% 3.1% 2.8% 2.8% 2.6%

利用者 79人 54人 112人 123人 143人 20人 16人 36人 39人 36人

利用率 17.4% 12.4% 27.5% 28.1% 36.9% 11.3% 9.5% 23.1% 25.5% 25.5%

終了者 90人 49人 86人 126人 119人 13人 10人 20人 16人 15人

終了率 19.8% 11.3% 21.1% 28.8% 30.7% 7.3% 5.9% 12.8% 10.5% 10.9%

動機づけ支援 積極的支援
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表 10 性別特定保健指導実施状況  

 

 

 

図 52 性別動機づけ支援指導実施状況 
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図51 積極的支援指導実施状況 

対象者 利用者 終了者 対象率 利用率 終了率 

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

対象者 277人 273人 261人 284人 245人 177人 162人 146人 154人 143人

対象率 12.0% 11.7% 10.9% 12.0% 10.5% 5.6% 5.1% 4.6% 4.9% 4.7%

利用者 44人 31人 71人 80人 78人 35人 23人 41人 43人 65人

利用率 15.9% 11.4% 27.2% 28.2% 31.8% 19.8% 14.2% 28.1% 27.9% 45.5%

終了者 52人 29人 51人 84人 66人 38人 20人 35人 42人 53人

終了率 18.8% 10.6% 19.5% 29.6% 26.9% 21.5% 12.3% 24.0% 27.3% 37.1%

動機づけ支援

男性 女性

平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

対象者 145人 139人 130人 122人 111人 32人 30人 26人 31人 26人

対象率 6.3% 5.9% 5.4% 5.1% 4.8% 1.0% 0.9% 0.8% 1.0% 0.9%

利用者 16人 11人 29人 29人 27人 4人 5人 7人 10人 8人

利用率 11.0% 7.9% 22.3% 23.8% 24.3% 12.5% 16.7% 26.9% 32.3% 30.8%

終了者 11人 7人 15人 12人 10人 2人 3人 5人 4人 5人

終了率 7.6% 5.0% 11.5% 9.8% 9.0% 6.3% 10.0% 19.2% 12.9% 19.2%

積極的支援

男性 女性
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図 53 性別積極的支援指導実施状況 

  

 

 

表 11 年齢別特定保健指導実施状況 (平成 28 年度)   

 

・動機づけ支援 保健指導利用・終了者状況（男性） 

  

 

・動機づけ支援 保健指導利用・終了者状況（女性） 
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対象者 対象率 利用者 利用率 終了者 終了率

40～44歳 10人 10.3% 4人 40.0% 4人 40.0%

45～49歳 16人 13.0% 6人 37.5% 1人 6.3%

50～54歳 13人 10.3% 1人 7.7% 1人 7.7%

55～59歳 11人 8.0% 4人 36.4% 4人 36.4%

60～64歳 17人 6.6% 10人 58.8% 7人 41.2%

65～69歳 93人 12.3% 26人 28.0% 22人 23.7%

70～74歳 85人 10.5% 27人 31.8% 27人 31.8%

対象者 対象率 利用者 利用率 終了者 終了率

40～44歳 7人 7.2% 3人 42.9% 2人 28.6%

45～49歳 10人 8.4% 4人 40.0% 2人 20.0%

50～54歳 8人 6.7% 3人 37.5% 1人 12.5%

55～59歳 10人 5.4% 6人 60.0% 5人 50.0%

60～64歳 18人 4.1% 12人 66.7% 9人 50.0%

65～69歳 48人 4.7% 21人 43.8% 20人 41.7%

70～74歳 42人 4.0% 16人 38.1% 14人 33.3%
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・積極的支援 保健指導利用・終了者状況（男性） 

 

 

・積極的支援 保健指導利用・終了者状況（女性） 

  

 

（５） 特定保健指導の効果 

     特定保健指導の効果については、医療機関への受診を勧奨する人を除き、平成 26～27 年度に

特定保健指導対象者になった人のうち、翌年度も特定健康診査を受診した人として、特定保健指導

終了者 194 人と特定保健指導未利用者 564 人の次年度の特定健康診査データを分析しています。

なお、未利用者にも、健康講座の案内や電話での参加勧奨などを、6 ヶ月間に数回行っています。 

 

① 身体計測値（腹囲、体重、BMI） 

男性は利用者 134 人、未利用者 397 人、女性は利用者 60 人、未利用者 167 人を比較します。 

ア 腹囲  

     男性利用者は、平均 92.06ｃｍから 90.71cm へと減少し、基準値の 85cm 以上だった 129 人のうち

20 人（15.5％）が保健指導対象の基準未満になりました。未利用者は、平均 91.30cm から 90.87cm へ

減少し、基準値以上だった 378人のうち 52人（13.8％）が保健指導対象の基準未満になっています。

女性利用者は平均 92.78cm から 91.91cm に減少し、基準値以上だった 40 人のうち 11 人（27.5％）

が保健指導対象の基準未満になっています。未利用者は平均 91.96cm から 91.68ｃｍに減少し、基

準値以上だった 116 人のうち 32 人（27.6％）が保健指導対象の基準未満になっています。 

  

対象者 対象率 利用者 利用率 終了者 終了率

40～44歳 16人 16.5% 4人 25.0% 3人 18.8%

45～49歳 27人 22.0% 7人 25.9% 2人 7.4%

50～54歳 18人 14.3% 3人 16.7% 0人 0.0%

55～59歳 17人 12.4% 7人 41.2% 2人 11.8%

60～64歳 33人 12.8% 6人 18.2% 3人 9.1%

65～69歳 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0%

70～74歳 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0%

対象者 対象率 利用者 利用率 終了者 終了率

40～44歳 2人 2.1% 1人 50.0% 2人 100.0%

45～49歳 4人 3.4% 1人 25.0% 0人 0.0%

50～54歳 6人 5.0% 2人 33.3% 0人 0.0%

55～59歳 4人 2.2% 2人 50.0% 0人 0.0%

60～64歳 10人 2.3% 2人 20.0% 3人 30.0%

65～69歳 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0%

70～74歳 0人 0.0% 0人 0.0% 0人 0.0%
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 図 54 腹囲 

      

   

 

 

  イ 体重 

     体重は、男性利用者で平均 73.07kg から 72.43kg に減少し、女性利用者においては、平均 63.34

ｋｇから 62.53kg へ減少しました。未利用者は男女ともに微減でした。 

 

図 55 体重 

         

 

 

 

ウ BMI（肥満度） 

男性においては、利用者平均 25.79 から 25.60 へ減少し、基準値を超えていた 77 人のうち 9 人

（11.7％）が基準値の 25.0 未満になっていました。女性利用者は、平均 26.95 から 26.64 へ減少し、

50人のうち10人（20.0％）が基準値の25.0 未満になっていました。未利用者は、男性では平均25.53

から 25.43 へ減少し、女性はほぼ変化がみられませんでした。 
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図 56 BMI（肥満度） 

   

 

② 血圧 

男性においては、収縮期血圧で、利用者は平均 135.25mmHg から 132.96mmHg で、未利用者は平

均 135.31mmHg から 132.65mmHg といずれも低下していました。拡張期血圧は、利用者は平均

80.45mmHg から 80.28mmHg に変化し、未利用者は平均 81.32mmHg から 79.83mmHg と変化しました。

女性においては、収縮期血圧で、利用者は平均 133.57mmHg から 133.02mmHg に変化し、未利用者

は平均 136.18mmHg から 132.48mmHg と低下しました。拡張期血圧では利用者は平均 79.85mmHg か

ら 77.73mmHg で、未利用者は平均 79.32mmHg から 76.70mmHg といずれも低下しました。  

 

図 57 血圧    
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③ 脂質（中性脂肪、総コレステロール、HDL コレステロール、LDL コレステロール） 

 

ア 中性脂肪 

男性は、利用者で平均 160.27ｍｇ/dl から 140.56mg/dl へ減少し、未利用者は平均 162.11 mg/dl

から 148.58 mg/dl へ減少しました。女性は、利用者で平均 138.80 mg/dl から 137.52ｍg/dl へ減少し、

未利用者では平均 139.85 mg/dl から 131.97mg/dl へ減少しました。 

  図 58 中性脂肪 

   

 

イ 総コレステロール 

男性利用者で平均 212.89mg/dl から 209.16mg/dl へ、男性未利用者では、平均 212.71 mg/dl か

ら 208.35mg/dl へいずれも減少し、女性利用者で平均 231.40mg/dl から２31.32mg/dl とほぼ変化なく、

女性未利用者では、平均 229.52mg/dl から 225.49 mg/dl へ減少しています。 

図 59 総コレステロール 

   

 

ウ HDL コレステロール 

男性においては、利用者で平均 52.54mg/dl から 54.34mg/dl に上昇しましたが、女性利用者では

平均59.52 mg/dlから59.20mg/dlへ低下しました。未利用者では、男性で平均53.35ｍｇ/ｄｌから54.09

ｍｇ/ｄｌへ、女性で平均 59.54ｍｇ/ｄｌから 60.11ｍｇ/ｄｌへいずれも上昇しました。 
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図 60 HDL コレステロール 

   

 

エ LDL コレステロール 

 男性においては、利用者で平均 129.61mg/dl から 128.09mg/dl と減少し、未利用者では平均 129.42 

mg/dl から 125.23mg/dl へと減少しています。女性においては、利用者で平均 145.73mg/dl から 143.47mg 

/dl へと減少し、未利用者では、平均 143.35mg/dl から 137.57mg/dl と減少しました。 

図 61 LDL コレステロール 

   

 

④ 血糖検査（空腹時血糖、HbA1c（へモグロビン A１ｃ）） 

ア 空腹時血糖 

男性においては、利用者で平均 98.02mg/dl から 96.09mg/dl に減少し、未利用者では平均 98.51

ｍｂ/ｄｌから 99.02ｍｇ/ｄｌへ上昇しました。女性においては、利用者で平均 98.27mg/dl から

97.27mg/dl へ、未利用者では、平均 98.82 mg/dl から 96.70mg/dl にいずれも減少しました。 
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図 62 空腹時血糖 

   

 

イ HbA1c (ヘモグロビン A１ｃ) 

男性においては、利用者で平均 5.59％から 5.61％に、未利用者では、平均 5.64％から 5.68％へわ

ずかに上昇しました。女性においては、利用者で平均 5.72％から 5.71％に、未利用者では、平均

5.74％から 5.72％へわずかに低下しました。 

図 63 HbA1c (ヘモグロビン A１ｃ) 

   

   前述のとおり、特定保健指導の効果をみるため利用者と未利用者の比較をしてきましたが、利用者で

は男性のヘモグロビン A1c と女性の HDL コレステロール以外は改善がみられました。また、未利用者で

は男性の空腹時血糖及び男性のヘモグロビン A１ｃ以外は改善がみられました。 

 

（６） 特定保健指導の実施率向上等 

   特定保健指導は健康推進課で通年実施しています。集団指導、個別指導、対象者や交通機関の時

間的制限などから来所が困難な人を対象に訪問指導などを対象者に合わせて組み合わせ、実施して

います。集団健診受診者には当日に初回面接を実施し、後日、結果が出た時点で特定保健指導対象

者には再度面談しています。また、利便性の向上を図るため、動機づけ支援については平成24年度か

ら泉佐野・泉南医師会とりんくう総合医療センターに、積極的支援については平成 27 年度からりんくう

総合医療センターに委託し、地域の実施可能な医療機関で保健指導が利用できるよう進めています。 
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また、初回面接時には希望者に運動施設お試し利用券を交付しています。平成 29 年度からは運動

施設を増加し、継続支援に結びつくように工夫しました。また、利用率や終了率を高めるため、利用申

込みのない人にヘルシーランチ会や体験型測定会を案内し、来所時に初回面接へつないでいます。 

その他、特定保健指導対象者以外にも生活習慣病の一次予防に重点を置いた取り組みや国保保

健事業の取り組みとして、当初よりメタボリックシンドローム予防のための早期からの支援や生活習慣病

及び心筋梗塞、脳卒中などになる危険性が高い人への支援も実施しました。また、健診の結果、疾患

の可能性が高い人には電話、訪問での受診勧奨や保健指導も実施しています。具体的には下記のと

おりです。 

① 情報提供対象者のうち生活習慣病の治療歴がない男性腹囲 85ｃｍ以上、女性 90ｃｍ以上または

BMI（肥満度）25 以上の対象者には特定保健指導対象者同様に 6 か月の支援を実施しました。 

② 健診結果が受診勧奨値である人へ受診確認及び勧奨などの電話指導を実施しました。 

③ 心電図検査の結果「心房細動」の所見がある人へ受診確認及び勧奨の電話等での指導を実施

しました。 

④ 生活習慣病の治療中の人で数値が高い人への受診状況の確認と生活習慣改善のための指導を

訪問及び電話にて実施しました。（表 12） 

表 12  生活習慣病治療者の重症化予防支援基準 

 

⑤ 15～39 歳の国保被保険者に実施している国保基本健診時に、30 歳代の人を対象に腹囲、BMI

の結果により、その当日に保健、栄養、運動指導を実施し、特定保健指導同様に 6 か月支援を実

施しました。 

 

３ 第 3 期計画に向けた課題 

 

（１） 特定健康診査受診率の向上 

   特定健康診査の受診率は、府の受診率と比較すると上回りますが目標値には届かず、新規受診者の

増加のために様々な取り組みを継続していく必要があります。特に 40 歳代・50 歳代では受診率が低く、

特定健康診査・特定保健指導の意義からもこの年齢層の受診率向上が重要となってきます。 

～平成24年度 平成25年度～

血圧 血圧

収縮期　180ｍｍＨｇ以上 収縮期　180ｍｍＨｇ以上

拡張期　110ｍｍＨｇ以上 拡張期　110ｍｍＨｇ以上

空腹時血糖値200ｍｇ／ｄｌ以上 空腹時血糖値200ｍｇ／ｄｌ以上

ＨｂＡ1ｃ　8.0以上 ＨｂＡ1ｃ　8.0以上

尿蛋白（++）以上または

eGFR 40～70歳　50未満　70歳以上40未満

基準値

-
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受診回数を見ると 4 年間継続して受診している人が全体の 29.0％と約 3 割を占めているものの、一方

で健診受診が１回限りという人も 36.0％となっており、継続的な受診対策が予防や早期発見のためにも

重要となります。そのために検査項目等の充実、様々な受診機会の設定や周知方法の検討が必要です。

また、治療中の人の健診受診を勧めるために主治医との連携が課題です。 

厚生労働省では平成 30 年度からの詳細項目としてクレアチニン検査の導入が予定されていますが、

本市ではそれに先駆け、平成 25 年度からクレアチニン検査を導入しています。 

（２）特定保健指導実施率の向上 

開始当初より、利用率、終了率の微増がみられますが終了率にはばらつきがあり、目標値に近づける

とともに指導の継続が必要です。年度毎の推移から利用率の向上がみられますが、各年度とも 50 歳代

前半の利用率が悪く、利用率の向上につながる工夫を検討していきます。 

指導対象者の減少率はばらつきがあり、安定して目標の 25％を維持できるよう工夫が必要です。 

集団健診においては当日にわかる腹囲、BMI、血圧値の結果や喫煙状況をもとに、健診当日に生活

習慣病の知識の普及や、初回面接につなげる方法などを工夫しています。 

保健指導利用率の向上のために未利用者への利用勧奨は引き続き実施していきます。未利用者で

も健診結果の数値の改善が認められていることから、幾度にもわたる訪問・電話や教室案内等が健康

意識の変化を起こし、生活習慣の改善を行うようになったと思われますので、今後もきめ細かな勧奨が

重要と考えます。 

また、生活習慣病関連の医療費が年齢とともに増加がみられることから、引き続き早期からの健康意

識の向上が課題となります。 

（３）受診者への保健指導の充実 

健診受診者には保健指導だけでなく受療勧奨値の人には受療勧奨を強化していきます。また、治療

中の人は医療機関と連携し、重症化予防に引き続き取り組む必要があります。平成 25 年度から追加し

たクレアチニン検査の後の支援として、平成26年度からは糖尿病性腎症重症化予防にも取り組んでい

ます。 

追加項目として心電図検査を行っていますが、毎年 50～70 人の心房細動が発見されています。心

房細動は脳梗塞を引き起こす可能性が大きいことから、健診後有所見者には受診勧奨を引き続き行う

ことで予防効果が上がると考えます。 
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第３ 第 3 期計画における目標値と実施内容 

 

１ 泉佐野市国民健康保険の取組み 

（１） 検査項目の追加 

    人工透析の原因となる慢性腎臓病は、糖尿病性腎症や高血圧による腎硬化症が主な原因であり、

これらの疾患の重症化を予防する観点から、平成 25 年度から「血清クレアチニン」の検査を追加しまし

た。さらに、平成 30 年度からは国民健康保険が府と市町村の共同運営となり、事務の広域化・効率化

の一環として、特定健康診査の項目に尿酸を追加し、健診内容の充実を図ります。 

（2） 特定健康診査受診率向上の対策 

   受診者を増加させるために健診の周知や案内通知は対象者の年代やライフスタイルに応じた勧奨

方法を工夫していきます。 

特に受診率の低い 40 歳代・50 歳代の人に受診を促す方法として、ターゲットをしぼった広報やホー

ムページの活用など、興味をひく方法で特定健康診査を周知していきます。継続的な受診をすることが

必要であるため、経年的な受診の必要性を周知する情報提供を行っていきます。各種がん検診との同

時実施や開催日時・場所の検討に加えて、検査項目の追加実施なども引き続き行います。 

また、これから対象者となる 40 歳未満の人に対して基本健診を実施し、生活習慣病予防への関心を

高める取組みを強化します。 

   医療機関に通院中のために未受診となっている人については、国の検討をふまえ、今後医療機関と

の連携の上、診療における検査データの活用を検討します。 

（３） 特定保健指導実施率向上の対策 

   「標準的な健診・保健指導プログラム（平成 30 年 4 月改訂版）」（厚生労働省 健康局）に基づき、対

象者のニーズに合わせた健康意識の向上と生活習慣の予防ができる指導を実施し、メタボリックシンド

ローム対象者の減少とともに生活習慣病の予防に努めていきます。 

   保健指導率を向上させるために集団指導では従来の方法に加え、性別や年齢に合わせたグループ

指導内容の検討を引き続き行います。 

集団健診においては当日にわかる腹囲、BMI、血圧値の結果や喫煙状況をもとに、健診当日に生活

習慣病予防の知識の普及や初回面接を実施していきます。 

 （４） 早期介入の対策 

生活習慣病の一次予防に重点を置いた取り組みとし、特定保健指導以外に、健診結果で治療歴な

く腹囲、BMI が基準値以上の対象者に早期からの保健指導を実施しメタボリックシンドローム予防を図

っていきます。また、国保基本健診受診者の 30 歳代の同様の対象者にも保健指導を実施していきま

す。 
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（５） 重症化予防の対策 

健診結果により、生活習慣病及び心筋梗塞、脳卒中などになる危険性が高い人への重症化予防の

保健指導を実施していきます。また、人工透析が必要となる可能性の高い人に糖尿病性腎症重症化

予防事業を引き続き実施することにより、重症化予防に努めていきます。 

 

２ 特定健康診査等の実施に係る目標 

（１） 各年度における特定健康診査、特定保健指導の実施率 

   泉佐野市においては、国の定めた参酌目標値を考慮し、平成 35 年度までの目標値を設定します。

高確法第 120 条第 2 項に基づき、国の示す参酌目標の達成状況により、後期高齢者支援金の加算・

減算が講じられるものですが、第 2 期計画においても、全国の特定健康診査等の実施状況が検討され、

特定保健指導実施率が 0％の保険者に対して加算し、目標達成した保険者に対し減算するという結果

となり、泉佐野市には何ら影響のないものとなっています。 

   なお、平成 30 年度からの国保制度改革において、第 2 期計画までの国の示す参酌目標の達成状況

による後期高齢者支援金の加算・減算の仕組みから、国が新設する保険者努力支援制度や府の独自

支援策における疾病予防・健康づくり等のインセンティブの見直しに代わることにより、特定健康診査及

び特定保健指導の実施率の向上を図ることが必要となってきます。 

以上をふまえ、泉佐野市では、第 2 期の実績等をベースに平成 30 年度からの実施率の目標値を下

記のとおり設定しました。 

表 13 泉佐野市国民健康保険の各年度の目標値         

項 目 平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

特定健康診査の実施率 35％ 40％ 45％ 50％ 55％ 60％ 

特定保健指導の実施率 35％ 40％ 45％ 50％ 55％ 60％ 

 

３ 特定健康診査等の対象者数見込み 

（１） 対象者 

   国民健康保険加入者のうち、特定健康診査の対象者は、40 歳以上 75 歳未満の人となります。平成

30 年度から平成 35 年度までの対象者数見込みは、過去 5 年間の年齢別被保険者数などから推計し

ています。なお、過去5年間の被保険者数及び対象者数はあまり人数の増減がなく、横ばい状況となっ

ています。 
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表 14 被保険者数の見込（年度、年齢層、男女別）                        （単位：人） 

                                                     

 

（2）特定健康診査受診者数見込み 

特定健康診査受診者数の見込みは、特定健康診査対象者（被保険者）見込数に年度別目標実施

率を乗じた人数です。平成 30 年度は 6,298 人、平成 35 年度では 10,668 人と見込んでいます。 

                                                                  

表 15 特定健康診査受診者数見込（年度、年齢層、男女別）                  （単位：人）                                               

 

（3）特定保健指導利用者数見込み 

特定保健指導対象者数の見込みは、特定健康診査受診者見込数に過去 5 ヶ年の「出現率」を乗じ

て見込んでいます。 

表 16 平成 24 年度～平成 28 年度の出現率平均値  

  動機づけ支援 積極的支援 

男 女 男 女 

40 歳～64 歳 7.9% 4.9% 16.1% 2.7% 

65 歳～74 歳 13.4% 5.0% － － 

  

 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

40～64 歳 4,135 4,536 4,125 4,525 4,115 4,514 4,105 4,503 4,095 4,492 4,085 4,481 

65～74 歳 4,219 5,110 4,209 5,097 4,199 5,084 4,189 5,071 4,179 5,058 4,169 5,045 

小計 8,354 9,646 8,334 9,622 8,314 9,598 8,294 9,574 8,274 9,550 8,254 9,526 

合計 18,000 17,956 17,912 17,868 17,824 17,780 

  

 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

40～64 歳 1,447 1,588 1,650 1,810 1,852 2,031 2,053 2,252 2,252 2,471 2,451 2,689 

65～74 歳 1,477 1,786 1,684 2,039 1,890 2,288 2,095 2,536 2,298 2,782 2,501 3,027 

小計 2,924 3,374 3,334 3,849 3,742 4,319 4,148 4,788 4,550 5,253 4,952 5,716 

合計 6,298 7,183 8,061 8,936 9,803 10,668 
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表 17 特定保健指導利用者数見込（年度、年齢層、男女別）                  （単位：人） 

 

（4）特定保健指導階層別利用者数見込み  

特定保健指導対象者は、特定健康診査の結果により「標準的な健診・保健指導プログラム」に示され

ている階層化手順に基づき「動機づけ支援」もしくは「積極的支援」に分類して抽出しています。 

表 18 動機づけ支援数見込（年度、年齢層、男女別）                      （単位：人） 

 

表 19 積極的支援数見込（年度、年齢層、男女別）                       （単位：人） 

  

 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

40～64 歳 82 15 106 20 134 25 165 30 199 37 236 44 

合計 97 126 159 195 236 280 

            

 

 

  

 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

40～64 歳 122 42 158 55 200 70 246 85 297 103 352 123 

65～74 歳 69 31 90 41 114 51 140 63 169 77 201 91 

小計 191 73 248 96 314 121 386 148 467 179 553 214 

合計 264 344 435 534 646 767 

  

 

平成 30 年度 平成 31 年度 平成 32 年度 平成 33 年度 平成 34 年度 平成 35 年度 

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 

40～64 歳 40 27 52 35 66 45 81 55 98 66 116 79 

65～74 歳 69 31 90 41 114 51 140 63 169 77 201 91 

小計 109 58 142 76 180 96 221 118 267 143 317 170 

合計 167 218 276 339 410 487 
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４ 特定健康診査の実施方法 

（１） 対象者 

    特定健康診査の対象者は、泉佐野市国民健康保険被保険者のうち、前年度から引き続き加入して

おり、実施年度中に 40 歳～74 歳になる人で、かつ当該実施年度の一年間を通じて加入している人を

対象に、年 1 回実施します。ただし、妊産婦やその他厚生労働大臣が定める除外者は対象外となりま

す。 

（２） 実施方法 

   個別健診は特定健康診査協力医療機関で実施し、集団健診は泉佐野市健診センターなどでが

ん検診と同時に実施します。 

  健診結果については、健診機関から受診者本人に直接伝えます。 

（３） 実施期間   

  個別健診（医療機関）は、毎年 5 月受診券到着後（人間ドックは 4 月）から翌年 3 月末まで実施しま

す。 集団健診は、がん検診の実施予定をふまえ、前年度までの受診状況を勘案し、実施回数を決定

します。 

（４） 特定健康診査の実施項目 

① 基本的な健診項目 

質問項目（問診）、身体計測（身長、体重、BMI、腹囲）、理学的検査（身体診察）、血圧測定、

血液検査{脂質検査（中性脂肪、HDL コレステロール、LDL コレステロール）・肝機能検査（AST

（GOT）、ALT（GPT）、γ－GT（γ－GTP））・血糖検査（空腹時血糖、HｂA1ｃ）}、尿検査（尿糖、尿

蛋白） 、尿酸、クレアチニン  

② 詳細な健診項目 

医師が必要と認めた場合（一定の基準があります。） 

心電図検査、眼底検査、貧血検査 

③ 追加健診項目 

      総コレステロール・心電図検査・脈診・・・循環器病の予防及び早期発見のため全員実施。 

      貧血検査・・・がんなどの疾患の早期発見、治療につなげるために全員実施。 

（５） 委託先 

  個別健診は、大阪府医師会との集合契約による委託契約を行います。追加健診項目は、泉佐野泉

南医師会と委託契約を行います。 

  また、集団健診については、健診機関の質を確保するために「標準的な健診・保健指導に関するプ

ログラム」における「健診の実施に関するアウトソーシング基準」に基づき事業者の選定を行います。 
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（６） 受診方法 

受診券と国民健康保険被保険者証持参により、指定された期間内に指定医療機関等で受診しま

す。 

受診日については、指定医療機関等の受診方法に基づき、事前予約などにより受診日を確定しま

す。 

   なお、受診券の有効期間内（年度途中）の転出や他保険への加入等により資格を喪失した場合は、

その時点で受診券は無効になります。転入等で新たに資格を取得した対象年齢の人は、受診券の発

行後、泉佐野市での受診対象者となります。 

   なお、健診結果については、健診機関から受診者本人に直接伝えます。 

（７） 周知・案内方法 

① 個別送付による周知 

対象者に受診券を個別送付し、特定健康診査受診の周知を行います。また、誕生月の未受診者

や 40 歳、45 歳、50 歳の未受診者にはがき通知を行います。 

② 広報紙等による周知 

広報紙、ホームページでの掲載やポスター掲示、リーフレットを国保年金課からの郵送物に同封

するなどにより周知を行います。 

     

５ 特定保健指導の実施方法 

（１） 実施場所 

健診センターや委託先医療機関で実施します。 

利用者の利便を図るため、泉佐野泉南医師会と特定保健指導の委託契約を行い、個別に特定保

健指導を利用できる実施機関を拡充しています。実施医療機関については、利用券送付時にお知ら

せします。 

（２） 実施期間 

  特定保健指導は、年間を通して実施します。 

当該年度特定健康診査受診者の初回面接実施が、年度末までに終了していれば、3～6 ケ月間の

指導期間が部分的に次年度にわたっても実施するものです。 

（３） 実施内容 

① 保健指導区分 

特定健康診査の結果に基づいて、「標準的な健診・保健指導プログラム【平成30年度版】」第2編第

3 章のステップ 1 から 4 の手順により、動機づけ支援と積極的支援に分ける階層化を行い、メタボリック
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シンドロームの判定結果により第 3 編第 3 章に記載されている内容に基づき保健指導を実施します。

図 64 の非該当者または生活習慣病治療中者は情報提供対象者になります。 

② 保健指導実施内容  

特定保健指導区分は表 20 のとおりです。特定保健指導実施内容と流れについては図 65 のとおり

です。実施内容については年度ごとに検討し、対象者の状況に応じ変更していきます。 

 表 20 特定保健指導分類基準 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 血圧:収縮期血圧（最高血圧）130ｍｍHg 以上または拡張期（最低血圧）85ｍｍHg 以上 

イ 脂質：中性脂肪 150ｍｇ/ｄｌ以上または HDL コレステロール 40ｍｇ/ｄｌ未満 

ウ 血糖：空腹時血糖 100ｍｇ/ｄｌ以上または HbA1ｃ 5.6％以上  

エ 喫煙：合計 100 本以上または 6 ヶ月以上喫煙している者で、最近 1 ヶ月間も吸っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加リスク

①血圧 ②脂質 ③血糖 40-64歳 65-74歳

2つ以上該当

あり

なし

3つ該当

あり

なし

1つ該当

腹囲/BMI ④喫煙
対象

腹囲
85ｃｍ以上（男性）
90ｃｍ以上（女性）

積極的支援 動機づけ
支援１つ該当

上記以外で
ＢＭＩ

25kg/㎡以上

積極的支援
動機づけ

支援
2つ該当
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図 64 健診から保健指導実施へのフローチャート 

追加リスク

①血圧 ②脂質 ③血糖 40-64歳 65-74歳

2つ以上該当

あり

なし

3つ該当

あり

なし

1つ該当

腹囲/BMI ④喫煙
対象

腹囲
85ｃｍ以上（男性）
90ｃｍ以上（女性）

積極的支援 動機づけ
支援１つ該当

上記以外で
ＢＭＩ

25kg/㎡以上

積極的支援
動機づけ

支援
2つ該当

特定健康診査受診 

受診機関にて健診結果説明・資料の配布 

該当者にはメタボリックシンドロームや生活習慣病予防のための説明 

・血圧：収縮期血圧 130ｍｍHｇ以上または拡張期血圧 85ｍｍHｇ以上   

・脂質：中性脂肪 150ｍg/dl 以上または HDL 40ｍｇ/ｄｌ未満          

・血糖：空腹時血糖 100ｍｇ/ｄｌ以上または HｂA1c 5.6%以上 

・喫煙歴：合計 100 本以上または 6 ケ月以上喫煙し、最近１ケ月間も喫煙 

下記に該当すると 

特定保健指導対象者となる 

 ＜特定保健指導対象外者＞ ② ＜特定保健指導対象者＞ 

特定保健指導利用券と特定保健指導

のご案内を送付 

健康推進課や医療機関で医師・保

健師・管理栄養士・健康運動指導

士などによる６か月の支援を実施 

④ ＜医療機関受診必要者＞ 

 

生活習慣病予防のための教室案内

やリーフレット等を送付 

受診勧奨の通知や電話等の

支援の実施 

 

※ア：大阪府国民健康保険非

肥満血圧高値者・血糖高

値者受診勧奨推進事業

(電話のみ委託) 

 イ：糖尿病性腎症患者の重

症化予防事業(委託して

実施) 

 ③ ＜医療機関受診不要者＞ 
（一部該当による早期介入者） 

 

申込者のみ個別面接実施 

医療機関受診 

申
込
む 

生活習慣病の予防 

①ア 

検査数値の悪化や改善

が見られない人に、訪

問や電話などで受診状

況確認と生活習慣につ

いての確認、重症化予

防のための支援を実施

(委託) 

該当する 

 

該当しない 

 

⑤受診勧奨値の人には 

医療機関への受診勧奨通知

を同封 

 

申し込みがない人には、訪問や

電話での利用勧奨を実施 

 

血圧・脂質・血糖の 

いずれかの服薬あり 

生活習慣病の早期発見と重症化予防 ※表 21 の実施基準を参照 

①イ・ウ 

通知や受診状況確

認等の電話での支

援の実施 

 
※イ：大阪府国民健康

保険非肥満血圧

高値者・血糖高値

者受診勧奨推進

事業 (電話のみ

委託) 

ウ：糖尿病性腎症患

者の重症化予防

事業（委託して

実施） 
 

 

生活習慣病の

重症化予防 

血圧・脂質・血糖の 

いずれも服薬なし 

平成 29年 8 月修正 
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① 

 

 

② 特定保健指導対象者 

 

 

 

 

③ 

 

 

④  

⑤ 特定保健指導対象者のうち医療機関受診勧奨値の人 

④の医療機関受診必要者と同様の基準値(ただし血圧のみは収縮期血圧 160ｍｍＨｇ以上または拡張期血圧 100mmHg 以

上)でいずれかに該当する場合（ア、イは除く） 

追加リスク

①血圧 ②脂質 ③血糖 40-64歳 65-74歳

2つ以上該当

あり

なし

3つ該当

あり

なし

1つ該当

腹囲/BMI ④喫煙
対象

腹囲
85ｃｍ以上（男性）
90ｃｍ以上（女性）

積極的支援 動機づけ
支援１つ該当

上記以外で
ＢＭＩ

25kg/㎡以上

積極的支援
動機づけ

支援
2つ該当

・血圧：収縮期血圧 130ｍｍHｇ以上または拡張期血圧 85ｍｍHｇ以上   

・脂質：中性脂肪 150 mg/dl 以上または HDL 40 mg/dl 未満          

・血糖：空腹時血糖 100 mg/dl 以上または HｂA1c 5.6%以上 

・喫煙歴：合計 100 本以上または 6 ヶ月以上喫煙し、最近１ヶ月間も喫煙 

ア：血圧・脂質・血糖の 1 つ以上の服薬者のうち下記のいずれかに該当する場合 

・血圧：収縮期血圧 180ｍｍHg 以上または拡張期血圧 110ｍｍHg 以上 

・空腹時血糖 200ｍｇ/dl 以上または HbA1c 8.0%以上  

・蛋白尿（＋＋）以上または 40～70 歳 eGFR50mL/分/1.73 ㎡未満、 70 歳以上 eGFR40mL/分/1.73 ㎡未満 

イ：大阪府国民健康保険非肥満血圧高値者・血糖高値者受診勧奨推進事業 

腹囲 85ｃｍ(男性)90ｃｍ(女性)未満かつＢＭＩ25 kg/㎡未満かつ 

ａ〈非肥満血圧高値者〉 収縮期血圧 160ｍｍHg 以上または拡張期血圧 100ｍｍHg 以上 

ｂ〈血糖高値者〉 HｂA1c6.5%以上で未治療(血糖の内服がなければ該当) 

ウ：糖尿病性腎症患者の重症化予防事業 

HbA1c(NGSP)6.5%以上または空腹時血糖 126ｍｇ/dl 以上かつ尿蛋白（++）以上または eGFR50 mL/分/1.73 ㎡未満 

医療機関受診不要者（下記のいずれかに該当する場合） 

（血圧・脂質・血糖服薬なしで②特定保健指導対象者でなくかつ④医療機関受診必要者でない人） 

ア：血液検査結果は異常ないが、腹囲 男性 85cm 以上、女性 90cm 以上または BMI25kg/㎡以上 

イ：腹囲、BMI が基準値内で血液検査結果が保健指導値に該当 

医療機関受診必要者（下記のいずれかに該当する場合） 

・血圧：収縮期血圧 140ｍｍHg 以上または拡張期血圧 90ｍｍHg 以上 

・脂質：中性脂肪 300mg/dl 以上、LDL 140mg/dl 以上、HDL 35mg/dl 未満 

・血糖：空腹時血糖 126mg/dl 以上、HbA1c 6.5%以上  

・腎機能：尿蛋白（＋）以上または 40～70 歳 eGFR50mL/分/1.73 ㎡未満、70 歳以上 eGFR40mL/分/1.73 ㎡未満  

・心電図検査：「心房細動」所見者 

ア：大阪府国民健康保険非肥満血圧高値者・血糖高値者受診勧奨推進事業 

腹囲 85ｃｍ(男性)90ｃｍ(女性)未満かつＢＭＩ25 kg/㎡未満かつ 

ａ〈非肥満血圧高値者〉 収縮期血圧 160ｍｍHg 以上または拡張期血圧 100ｍｍHg 以上 

ｂ〈血糖高値者〉 HｂA1c6.5%以上で未治療 

イ：糖尿病性腎症患者の重症化予防事業 

  HbA1c(NGSP)6.5%以上または空腹時血糖 126ｍｇ/dl 以上かつ尿蛋白（++）以上または eGFR50 mL/分/1.73 ㎡未満 

平成 28 年 7 月修正 

表 21 「図 64 健診からの保健指導実施へのフローチャート」における実施基準 
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図 65 特定保健指導実施内容と流れ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 21 「図 66 健診からの保健指導実施へのフローチャート」における実施基準 

 

積極的支援 動機づけ支援 

初回面接「健康相談」案内 

希望あり 希望なし 

<電話にて教室勧奨など（栄養士・保健師）> 

拒否の人には電話で保健指導と次年度健診勧奨 

時間・曜日を変え 3 回電話し

連絡つかなければ一旦終了 

＜初回面接＞来所困難者には訪問指導も可能 

健診結果を基にメタボリックシンドロームの知識啓発。食事バランス（バランス

ガイドを用いる）や生活身体活動、禁煙についての指導。質問票を用いて生活習

慣を確認し、3 か月（または 6 か月）後の体重・腹囲値を目標とし、食事・運動

についての改善目標を立てる。また運動については運動教室を案内。希望者に運

動施設お試し利用券を交付する。 

特定保健指導未利用者にはヘ

ルシーランチ会や未利用者相

談会、運動教室の案内を郵送 

2 か月後個別支援（電話または面接） 

3 か月後個別支援（実績評価） 

（電話または面接） 

180 ポイント以上の支援 

積極的支援対象者 
動機づけ支援対象者 

＜3 か月後評価＞集団健診受診者には教室

「3 か月後評価教室」を案内 

食事についての振り返りとして絵カード

バイキングを用いて各自適切な摂取量や

食事バランスについて指導。初回面接時に

立てた目標の評価と見直し 

個別健診受診者は電話または個別面接で

初回面接時に立てた目標の評価と見直し 

 

必要者はさらに支援 

1 か月後個別支援(面接) 

①前年度対象かつ支援終了者 ②、①以外 

当該年度の特定健診結果が前年

度の特定健診の結果と比べ 

ＢＭＩ＜30 の場合 

腹囲 1ｃｍかつ体重 1ｋｇ以上減

少 

ＢＭＩ≧30 の場合 

腹囲 2ｃｍかつ体重 2ｋｇ以上減

少 

必要に応じた支援または 

3 か月以上の継続的な支援 

<6 か月後評価> 

必要者はさらに支援 
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（４） 特定保健指導対象者の優先順位 

特定保健指導は、すべての対象者に実施することを原則としますが、対象者を設定した結果、該当

する人が多数にのぼる場合は、階層化の基準に基づき、以下の優先順位をもとに絞込みを行います。 

① 年齢が若い対象者 

② 健診結果が前年度と比較して悪化し、保健指導レベルでより綿密な保健指導が必要な対象者 

③ 質問項目の回答により、生活習慣改善の必要性が高い対象者（特に脳卒中予防に関連する場合） 

④ 初めての特定保健指導の対象者 

⑤ 前年度において、特定保健指導の対象者であったが利用しなかった対象者 

        

(５) 委託の有無 

   特定保健指導については、原則直営で実施します。 

ただし、対象者の利便を図るため、泉佐野泉南医師会との委託契約により、協力医療機関で実施し

ます。 

 

６ 特定健康診査データの利用及び管理方法 

（１） 特定健康診査データ 

    特定健康診査データは、原則として特定健康診査をおこなった医療機関等が、国の定める電子的

標準様式により、大阪府国民健康保険団体連合会（以下「連合会」という。）へ提出します。特定健康

診査データは、原則 5 年間保存として、連合会に保管を委託します。 

    併せて、泉佐野市健康管理システムに連合会を経由した特定健康診査データを保管し、介護情報

やその他の健診データとともに市民の健康づくりのデータとして、国民健康保険管理データだけでな

く、健康増進法等による健康づくりの支援をおこなう基礎データとしても健康推進課で原則 5 年間保

存します。 

（２） 特定保健指導データ 

特定保健指導データは、直営または一部委託で実施する場合は、泉佐野市健康管理システムにデ

ータを保管し、併せて実施者として国の定める電子的標準様式により、連合会へ提出します。特定保

健指導データは、原則 5 年間保存として、市での保管とともに連合会に保管を委託します。特定

保健指導を委託した場合は、受託者が国の定める電子的標準様式により、連合会へ提出します。併

せて、泉佐野市健康管理システムに連合会を経由した特定保健指導データを保管し、健診結果とと

もに健康づくりの支援状況を健康推進課で原則 5 年間保存します。 
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（３） データの利用 

特定健康診査データ及び特定保健指導データは、被保険者の健康づくりの支援に関するデータと

して利用する他、統計資料として匿名化し集計を行い医療費適正化の基礎資料として利用します。ま

た、府及び国への報告に使用します。 

（４） 労働安全衛生法に基づく、事業者健診によるデータの収集方法 

   被保険者を雇用している事業者等又は雇用していた事業者等に対して、健康診断に関する記録を

求める場合は、やむを得ない場合を除き光ディスク等により、電磁的記録として収集します。 

（５） 個人情報の保護  

特定健康診査及び特定保健指導で得られる健康情報の取扱いについては、個人情報の保護に関

する法律及びこれに基づくガイドライン等を踏まえた対応をおこなうとともに、泉佐野市個人情報保護

条例及び泉佐野市情報セキュリティーポリシーを遵守します。 

また、特定健康診査及び特定保健指導を外部に委託した場合、個人情報の厳重な管理や目的外

使用の禁止等を契約書に定めるとともに、委託先の契約遵守状況を管理します。業務終了後も同様と

します。 

さらに、国民健康保険法及び高確法に規定されるとおり個人情報の管理（書類の紛失、盗難等）にも

十分留意するものとし、これらを取り扱う者に対して、その内容の周知を行います。 
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第４ 特定健康診査等の円滑な実施に向けた取組み 
 

１ 特定健康診査等の円滑な実施に向けた取組み 

    特定健康診査等の円滑な実施にあたっては、専門職が配置されている健康推進課との連携が重

要となります。また、介護部門など庁内関係各課及び他の関係機関とも連携・協力していく必要があ

ります。 

さらに、平成 30 年度からの国保制度改革により、国が新設した保険者努力支援制度や府独自支

援策による個人や市町村に対する直接的なインセンティブとなる仕組みを活用したり、府と市町村の

共同運営による広域化・効率化を活かし、先進的・効果的な事例・方策を、府内で横展開を図ってい

くことにより、特定健康診査受診率及び特定保健指導実施率の向上に努めます。 

 

２ 計画の公表及び周知 

本計画は、高確法第19条第3項「保険者は、特定健康診査等実施計画を定め、又これを変更したと

きは、遅滞なく、これを公表しなければならない」という規定により、特定健康診査等実施計画を市ホー

ムページに掲載するとともに、市役所内の行政情報コーナーに配備します。 

            

３ 計画の評価 

（１）  計画について 

この計画によって実施された特定健康診査及び特定保健指導は、受診率・実施率の向上並びにメタ

ボリックシンドローム該当者・予備群の減少を目標に掲げ、計画的に事業の実施を進めていきます。事業

目標の達成状況は、毎年度、特定健康診査受診率・特定保健指導実施率を目標値と比較します。メタボ

リックシンドロームの該当者・予備群の減少率の評価は、平成 20 年度実施分と平成 35 年度実施分で比

較することで評価を行います。このような評価は、有病者や予備群の人数、生活習慣病関連の医療費の

推移などで評価されるものであるため、その成果が数値データとして現れるのが数年後になることが予想

されます。また、健診結果や生活習慣の改善状況などの短期間で評価できる事項についても評価を行い、

評価方法としては、 

①  「個人」に対する評価 

②  「集団」に対する評価 

③  「事業」に対する評価   を行うとともに、事業全体を総合的に評価します。 
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（２） 具体的な評価 

   ① ストラクチャー（構造）評価 

保健事業を実施するための仕組みや体制を評価します。保健指導に従事する職員の体制、実

施に係る予算、施設・設備の状況、他機関との連携体制、社会資源の活用状況などを評価指標と

します。 

② プロセス（過程）評価 

    事業の目的や目標の達成に向けた過程（手順）や活動状況を評価します。 

③ アウトプット（事業実施量）評価 

    健診受診率、保健指導実施率など事業の結果に対し評価をします。 

④ アウトカム（結果）評価 

    事業の目的や目標の達成度、成果の数値目標に対する評価をします。具体的な評価指標は、

肥満度や血液検査などの健診結果の変化、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群、医療費

の変化などとします。 

 

４ 計画の見直し 

計画及び事業の進捗を確認しながら、最終年度目標達成のために必要に応じ計画内容等の見直

しも視野に入れ、実施計画中間年度の平成 33 年度に中間評価を行います。 
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